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組織再編の行為計算否認規定
最高裁　当局の適用認める
コロナが公示地価を直撃
全用途平均６年ぶり下落
軽減税率を誤って適用
不足分２％の処理は…？
役員退職給与における
不相当に高額な部分の金額
悩めるビルオーナーを救え
不動産Ｍ＆Ａで問題解決へ
理想の相続・事業承継を実現
信託に期待される機能
小さくても強いお店を作る！
個人事業を専門にサポート
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　今回のアンケートでは、事業承

継の現状とコロナ禍の影響など

について調査が行われている。ま

ず、経営者の年齢別に後継者決定

状況をみると、60歳をひとつの節

目として後継者を決めている

ケースが多く、特に経営者年齢が

60歳以上の企業において、2017

年時点では「すでに後継者を決め

ている」が49.3%だったが、2020 

年では52.6%となり、約３年間で

3.3ポイント増加していることが

分かった。

　しかし、その一方で、後継者が決

まっていない経営者は60歳代で

２割弱、70歳以上でも１割強と

なっている。また、「後継者を決め

ていないが事業継続したい」、「自

分の代で廃業する予定」と回答し

た後継者不在企業は約２割で、そ

の直近利益を見ると、黒字が約半

数を占めており、収支トントンと

合わせると約７割にも及んでい

る。こうした状況から、今後、黒字

企業であっても後継者不在のた

めに廃業に至ってしまうケースが

増加する可能性が高く、事業引継

ぎ（Ｍ＆Ａ）の促進が重要だと指摘

している。

　親族外承継の割合では、２代目

以降の現経営者と先代経営者と

の関係について事業を引き継い

だ時期で見ると、2000年代から

「役員・従業員から登用」、「社外か

らの登用」といった親族外承継が

増加し、2010年以降は２割に達し

ている。

　ただ、企業の事業承継にも新型

コロナの影響が及んでおり、新型

コロナによって売上が減少して

いる企業ほど、事業承継の予定時

期を後ろ倒しにしようとする傾向

があるようだ。今後、コロナ禍の影

響が長期化して企業の業績が大

きく落ち込む状況が続けば、事業

承継が遅れる企業がさらに増え

ることが懸念される。

　事業承継の障害・課題をみると、

「後継者への株式譲渡」が約３割で

最も多く、後継者へ株式譲渡を行

う際の障害は、「譲渡の際の相続

税・贈与税が高い」が約７割、「後継

者に株式買取資金がない」が約６

割となっており、税制面および資

金面がボトルネックとなっている

ことが浮き彫りとなった。

　Ｍ＆Ａの実施状況を見ると、「過

去に買収を実施・検討した」企業は

全体で約15％だが、売上高10億円

超の企業では「買収を実施・検討し

た」ところが４割弱となっており、

地域の中核的な中小企業におい

てＭ＆Ａが活性化している。その

買収先だが、後継者難が深刻化し

ている小規模企業（従業員20名以

下）が約７割を占めており、M&A

が後継者不在企業の事業継続の

受け皿となっていることが分かっ

た。

　買収の目的としては、「売上・市

場シェアの拡大」が約７割、「事業

エリアの拡大」が約４割となって

いる。コロナ禍にによる買収戦略

の変化については、「積極的に検

討」（9.3％）、「コロナ前後で変化な

し」（57.6％）が約7割を占めてお

り、コロナ禍でもＭ＆Ａに前向き

な姿勢を維持しているところが

多かった。

　老後の生活費として、これまで

公的年金が大きな支えになって

いましたが、近年は年金財政の

悪化が問題視され、老後の生活

に不安を感じている人も少なく

ありません。そこで、先行きが不

安な公的年金を補完する制度と

して注目を集めているのが、税理

士業界の規模のメリットを活かし

た全国税理士共栄会（秋場良司

会長）の『全税共年金』です。

　全税共年金は、月々１万円から

将来の備えができる独自の拠出

型企業年金保険です。加入者本

人が掛金を拠出して、将来年金

あるいは一時金として受け取る

システムで、「税理士の関与先で

ある中小企業や個人事業の経営

者、役員、従業員などが自助努力

によって豊かな老後を築くことが

出来るように…」という思いから

創設されました。

　全税共年金の特長は、まず、生

活設計に合わせて掛金を自由に

設定できるため、無理なく無駄な

く将来の設計ができます。月払い

（１口５千円で２口以上40口ま

で）と一括払い（１口10万円以上

（任意）。ただし、１回の加入に

つき200口、通算で400口まで。

一括払のみの加入はできませ

ん）を上手く組合せることで、よ

り計画的な資産形成をすること

が可能です。なお、掛金は加入後

に変更することができます。

　年金の受取方法は、給付金の

請求時に①10年確定年金、②15

年確定年金、③10年保証期間付

終身年金――の３種類から選択す

ることが可能です。年金に代えて

一時金でも受け取ることができ

ます。掛金払込期間中に加入者

が亡くなった場合には、死亡日時

点の積立金に遺族年金特約によ

る給付金（月払掛金の5回分）を

加算した遺族一時金が支払われ

ます。

　掛金の増減や受取方法等で、

自由度の高さが魅力の全税共年

金。1986年の発足以来、長年の

実績と安定的な運用に、税理士

先生をはじめ、関与先である経営

者や個人事業主などから厚い信

頼が寄せられています。

　豊かでゆとりのある老後を過

ごすためには、健康を維持するの

も大切ですが、経済的な基盤を

しっかりさせておくことも重要と

いえます。早めの備えで、早めの

安心を――。全税共年金の詳細に

つきましては、全国税理士共栄

会のホームページをご覧くださ

い。

　日本商工会議所はさきごろ、「事業承継と事業再編・統合の実態に
関するアンケート」の調査結果を公表した。新型コロナの影響を受け
て売上が減少している企業ほど、事業承継の予定時期を後ろ倒しに
しようとする傾向がうかがえるが、その一方で、コロナ禍でもＭ＆Ａの
買収戦略を前向きに検討する事業者が多いことも報告されている。

コロナ禍でもＭ＆Ａを
           前向きに検討

掛金は月 １々万円から自由に設定
早めの備えで早めの安心！

全国税理士共栄会の『全税共年金』

日商 事業承継に関するアンケート

買収先は小規模企業が７割
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　上場企業の会社が、完全子会社を被合併法

人とする適格合併を行い、消滅した完全子会

社の未処理欠損金を引き継いで損金算入した

行為について、法人税法132条の２（組織再

編成に係る行為又は計算の否認）の適用をめ

ぐり争われていた裁判の上告および上告受理

の申立に対し、最高裁は令和3年1月15日、上

告棄却・上告審として受理しない決定を下し

た。

　この事件は、車両部品メーカーが二輪車部

品製造会社を子会社にして、特定資本関係５

年を超える要件を満たした上、適格合併した

ことが発端。同社は、新設した二輪部品製造

の別会社に被合併会社の従業員を転籍、棚卸

資産を移転させるなど、事実上、特定資本関

係ができた後に生じた未処理欠損金だけを引

き継いだ行為に対し、税務当局が組織再編の

行為計算否認を適用したことで税金紛争と

なった。1審、2審判決で敗訴していた車両部

品メーカー側が上告・上告受理の申立をして

いた。

　主な争点は、①5年超の特定資本関係があ

る会社間の合併の場合に、法人税法132条の

２（組織再編成に係る行為又は計算の否認）

の適用が認められるかどうか、②納税者が

行った合併に「法人税の負担を不当に減少さ

せる結果となると認められる」不当性がある

かどうか。

　原審となる東京高裁は、法人税法132条の

２の文言上、組織再編成に係る特定の行為又

は計算を否認の対象から除外する定めはない

こと、適格合併の未処理欠損金の引継ぎを認

める法人税法57条で特定資本関係５年超の要

件を充たせば、合併等の組織再編行為自体に

租税回避等の不当性が認められる場合でも一

般的な組織再編の行為計算否認規定を適用し

ないという趣旨が法律上、明確にされている

と理解することは困難と説示した上、不当性

があるとして東京地裁の同規定の適用を支持

していた。

　今回、最高裁が組織再編の行為計算否認規

定の適用を認めたのは2例目となる。これで

司法上、未処理欠損金の引継ぎ要件を充たし

ていても、租税回避行為を包括的に防止する

行為計算否認規定をすり抜けることはできな

いことが明確になったといえるだろう。

組織再編の行為計算否認規定
最高裁 上告棄却で当局の適用認める

今号の推薦図書はこちら！日税ジャーナル

　経済産業省は2026年をめどに

約束手形の利用廃止を目指して

おり、その行方に関心が集まっ

ている。

　約束手形は取引先への支払を

猶予してもらい、振出人側の資

金繰りの負担を軽減する手段と

して用いられてきた。

　しかし、資金調達手段の多様

化などにより、支払手形の発行

残高は90年度の約107兆円を

ピークに、足下は25兆円まで減

少。また、経済産業省が実施し

たアンケートによると、現金振込

のサイトが約50日であるのに対

し、約束手形は約100日と現金取

引と比べて約２倍。現金の支払

期日に約束手形が振り出される

取引も多く、その場合は３倍の

長さ（約150日）となる。支払サ

イトが長いことは、その間の利息

や割引料が支払われていない取

引慣行と併せると、取引先企業

に資金繰りを負担させるという

弊害のともなう支払手段ともい

える。

　さらに、発行から保管、流通、

取立てを現物である「紙」の約

束手形で行われるため、「紙幣」

と同等の管理が必要となり、そ

の過程において様々なコストと

リスクも存在していた。

業界の慣習を変えるために
自主行動計画の策定を要請

　そこで、これらの課題を解決

するため、中小企業庁が設置し

た「約束手形をはじめとする支

払条件の改善に向けた検討会」

は、今年２月に報告書をまとめ、

2026年を目処に約束手形の利用

　令和3年度（第71回）税理士試

験が8月17日（火）から同月19日

（木）までの３日間にわたって実

施されることがさきごろ公告され

た。

　試験のスケジュールは、8月17

日に簿記論、財務諸表論、消費税

法または酒税法。18日に法人税

法、相続税法、所得税法。19日

には固定資産税、国税徴収法、住

民税または事業税の各試験が実

施される。

 受験申込みの受付期間は令和3
年5月6日から同月18日まで。合

格発表は12月17日を予定してお

り、税理士試験の合格者について

は、発表予定日の官報にその受験

地、受験番号および氏名が掲載さ

れる。

を廃止する方針を示した。報告

書では、支払サイトを短くするた

めには、約束手形よりも支払サ

イトの短い決済手段（銀行振込）

への切り替えが進められるべき

であり、少なくとも「紙」による

決済をやめる観点から、電子的

決済手段（電子記録債権など）

への切り替えを進めるべきとし

た。

　また、約束手形を利用するの

は支払側、受取側ともに「長年同

じ慣習を続けている」が最大の

理由となっており、業界の慣習を

変えていくためにも、今後５年間

をめどに「約束手形の利用の廃

止等に向けた自主行動計画」を

策定するよう産業界に促してい

る。果たして長年の商慣行は見

直されるのか、今後の動向が注

目される。

長年の商慣行は
見直されるのか!? 2026年をめどに約束手形の廃止へ

令和３年度
税理士試験

8月17日～19日に実施
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　国土交通省はさきごろ、令和３年1月1日時

点の公示地価を発表した。調査地点は２万

6000地点。それによると、住宅地、商業地、

工業地を合わせた全国全用途平均は0.5％下

落し、６年ぶりにマイナスに転じた。用途別

でも、住宅地は５年ぶりのマイナスで0.4％

下落、商業地は７年ぶりのマイナスで0.8％

下落した。

　公示地価は、リーマン・ショック後の平成

21年に下落に転じて以降、マイナスが続いて

いたが、訪日外国人客の増加や東京オリン

ピック・パラリンピックの開催を控え、ここ

数年は商業地を中心に上昇を続けていた。

　しかし、新型コロナウイルスの感染拡大に

ともなう訪日外国人客の激減や経済活動の停

滞により、商業地を中心に地価の上昇にブ

レーキがかかった。国土交通省は、住宅地の

動向について「取引の減少、雇用・賃金情勢

が弱まり需要者が価格に慎重な態度となった

ことなどを背景に、全体的に需要は弱含

み」、「中心部の希少性の高い住宅地や、交

通利便性などに優れた近郊の住宅地で上昇が

継続しているが、昨年より上昇が見られる地

域の範囲が狭まっている」としつつ、「地方

四市をはじめ地方圏の主要都市では、上昇の

継続が見られるなど、昨年からの変動率の変

化は比較的小さい」と分析。

　また、商業地については、「店舗やホテル

の需要減退、先行き不透明感から需要者が価

格に慎重な態度となったことなどを背景に、

全体的に需要は弱含み」、「特に、国内外の

来訪客増加による店舗、ホテル需要でこれま

で上昇してきた地域や、飲食店が集積する地

域では、比較的大きな下落」といった特徴を

挙げている。

　三大都市圏でも地価はマイナスに転じてお

り、全用途平均・商業地は、東京圏、大阪圏、

名古屋圏のいずれも平成25年以来8年ぶりに

下落した。三大都市圏の商業地は1.3％下落し

たが、大阪圏は1.8%下落となっている。住宅

地は、東京圏が8年ぶり、大阪圏が７年ぶり、

名古屋圏で９年ぶりのマイナスとなった。

　一方、地方四市（札幌市、仙台市、広島

市、福岡市）では、全用途平均、住宅地、商

業地ともに上昇率は縮小したものの上昇が継

続している。

　なお、全国の地価トップは、東京・銀座の

山野楽器銀座本店の１平方メートルあたり

5360万円で、前年から7.1％下落した。

全用途平均６年ぶり下落令和３年
公示地価

コロナの影響が商業地を直撃

　中小企業庁はこのほど、「令和

2年度 認定経営革新等支援機関に

関する任意調査報告書」を公表し

た。同調査は、認定経営革新等支

援機関（以下、認定支援機関）の

実態把握を目的に、毎年度、任意

調査を実施することで、支援の現

場で各認定支援機関がどのように

中小企業などを支援し、その過程

でほかの認定支援機関等といかな

る連携を図っているのかなどを明

らかにすることを目的としてい

る。

　今回の調査は、2019年3月末ま

でに認定を受けた認定支援機関の

中で、メールアドレスを把握して

いる1万7718機関を対象に調査が

行われた。回答機関数は5083機

関（回収率：28.7％）

　それによると、回答者の属性と

しては「税理士」が2867機関

（56.4％）と最も多く、次いで「税

理士法人」が539機関（10.6％）、

「公認会計士」が 3 0 1機関

（5.9％）の順となっており、この

３つの属性で7割を超えている。

　令和元年度の経営革新等支援業

務の実施状況としては、「月に1回

程度」実施している機関が31.7％

と最も多く、「半年に1回程度」

22.3％、「週に1回以上」19.6％と

続いている。

　事業計画策定等の支援業務実施

状況（個人の認定支援機関）をみ

ると、最も多く支援しているのが

「経営力向上計画」で全体の

37.4％。次いで、「先端設備等導入

計画」22.6％、「経営革新計画」

17.3％、「早期経営改善計画策定

支援」13.2％となっている。一方、

支援率が低かったのが、「個人事

業者の遺留分に関する民法特例」

で全体の1.0％だった。そのほか、

「企業再生貸付制度」が1.4％、

「経営力強化保証制度」も2.6％と

低く、税理士や公認会計士がわず

かに実施しているのみだった。

　中小企業支援を行った分野（複

数回答）としては、「経営改善」

が54.0％と最も高く、「経営力向

上」51.7％、「事業継承」37.6％、

「創業」33.5％の順となった。支

援内容としては、「財務分析・経

営分析」57.6％、「資金繰り」

56.4％、「税務」51.5％、「事業計

画策定」51.1％となっており、支援

先の業種は「製造業」51.5％、「建

設業」42.9％、「小売業」34.2％の

割合が高くなっている。

　認定支援機関であることのメ

リット（複数回答）としては、全

体の約6割が「施策の活用ができ

る」ことを挙げており、約3割が

「顧客からのイメージが向上し

た」と回答。一方で、メリットを

感じていない「特になし」と答え

たのは2割弱だった。

中企庁調査
認定支援機関のメリットは…？
6割が「施策の活用ができる」

『日税ジャーナルオンライン』は、 税務関連の最新情報や税理士業界の動向、
顧問先に教えたい経営関連情報、 実務に役立つ「ワンポイント講座」など、
様々な情報を発信する税理士事務所のためのポータルサイトです。 

動画配信やＳＮＳによる
情報発信も開始します。
ご期待ください！

ワンポイント講座に
新しいコンテンツが加わりました！

関与先を明るい未来へ導く
事業承継コンサル

虎
の巻
虎
の巻 URL  https://nichizei-journal.com/

日税ジャーナルオンライン ▏検索

スマホや
タブレットでも
読みやすい！

『日税ジャーナルオンライン』が新しくなりました！

動画配信の第一弾は、本紙11面を
執筆されました山本英生税理士が
「意外と知らない保険の話」を
クイズ形式で解説いたします！



消費税の落とし穴はココだ！！ココだ！！
軽減税率を誤って適用
不足分２％の処理は…？

税率に基づいて税込対価を計算し
たレシートを交付していた場合で
も、「取引の事実」に基づく適正な
税率で計算して申告する必要があ
ります。」としたうえで、適正な税
率（10％）により計算した場合の
消費税相当額は、下記のように計
算することとしています。
10,800 × 10 ／ 110 ≒ 981円
　つまり、標準税率（10％）が適
用される商品を誤って税込価格 
10,800円で販売した場合であっ
ても、「10,800円の税込価格を 
10％の税込価格として計算（申
告）しなさい」ということです。
結果、適用税率を誤ったことによ
り増加した消費税相当額181円
（981円－800円）は、事業者が
身銭を切って負担することとなる
ようです。

●軽減税率対象品を標準税率で
販売した場合
　前記の国税庁資料には書かれて
いないのですが、軽減税率が適用
される商品を誤って標準税率で販
売した場合にも、8％税率で割り
戻し計算をすることになるので

A

熊王税理士の
ワンポイント講座

4 2021年・春号税務会計情報

しょうか？
　例えば、軽減税率が適用される
商品(食品：税抜価格10,000円)
に、誤って標準税率（10％）を適
用して11,000円(税込)で販売し
ていた場合には、適正な税率
（８％）により計算した場合の消
費税相当額は、下記のように計算
するものと思われます。
11,000 × 8 ／ 108 ≒ 814円
　結果、適用税率を誤ったことに
より減少した消費税相当額186円
（1,000円－814円）は、事業者が
不当利得として収受することにな
ります。
　適用税率を誤って不当に消費税
相当額を収受した場合には、まず
はお客様に対して店内への貼り紙
やホームページなどによりその旨
お詫びをするとともに、レシート
などを持参したお客様に対して
は、２％の消費税相当額を返金す
ることが必要となります。それ
が、商取引のいわば常識です。
　国税庁の資料には、正しい税率
による精算という商取引の常識に
ついては何も書かれていませんの
で、事業者に対していらぬ誤解を

熊王  征秀
税理士
昭和59年学校法人大
原学園に税理士科物
品税法の講師として
入社し、在職中に酒税

法、消費税法の講座を創設。平成４年同
校を退職し、会計事務所勤務。平成６年
税理士登録。平成９年独立開業。東京税
理士会会員相談室委員、東京税理士会
調査研究部委員、日本税務会計学会委
員、大原大学院大学教授ほか。消費税関
連の書籍も多数執筆。

くまおう   まさひで

　私は食品と日用雑貨の
販売業を営む個人事業者
ですが、標準税率（10％）

が適用される日用品（税抜価
格10,000円）について誤っ
て軽減税率（8％）を適用して
10,800円（税込）で販売して
いたことが判明しました。
　お客様には、店内への貼り紙
とチラシによりその旨お詫びを
することとしていますが、お客
様に対し、２％の消費税を追加
で請求することは事実上不可能
であることから、消費税の申告
に際しては、軽減税率（８％）に
より売上税額を計算して宜しい
でしょうか。

Q

与える要因になるのではないかと
危惧しています。

●軽減税率対象品を標準税率で購
入した場合
 国税庁資料の10頁では、「誤っ
た税率に基づいて税込対価を計
算したレシートを受領した場合に
は、取引先に対して「取引の事
実」に基づくレシートの再交付を
依頼するといった対応が必要とな
ります。」としたうえで、適用税
率の誤りによる税込対価の額の誤
りについては「追記」を認めない
こととしています。
　適用税率が誤っている場合に
は、そもそもが区分記載請求書等
の記載要件を満たさないこととな
るので、買い手側としてはレシー
トの再発行を受けない限り、仕入
税額控除は認められないことにな
るようです。

スクランブルスクランブル税務税務 ～審判所の視点～～審判所の視点～

　請求人は平成31年１月に死亡
したＡの配偶者。Ａは、Ｇ社の
代表取締役を務め、平成28年頃
からH社の顧問として同社から
顧問料の支払いを受けていた。
　平成21年、ＡはG社の滞納国
税の保証人となり、G社は換価
の猶予を受けていたが、猶予期
間中に滞納国税を完納しないこ
とが確定したとして、翌年2月
に換価の猶予が取り消され、Ａ
はG社の滞納国税の納付義務を
負うこととなった。原処分庁は
平成22年3月3日を期限とする
納付通知書により告知したが完
納しなかったため、同月4日、
納付催告書により督促した。
　H社のＢ代表取締役は、平成
30年7月から翌年2月までの
間、請求人名義の口座（本件口
座）に、毎月25日頃に50万円
を振り込み、請求人は平成31
年1月の振込分まで50万円を出
金した。平成31年1月25日に本
件口座に振り込まれた50万円
を「本件金員」という。

　請求人は同年3月27日、本件口
座から振込みの方法によりＢに50
万円を送金した。
　原処分庁は本件相続にともな
い、同年2月4日付で請求人を含む
法定相続人全員に、被相続人の滞
納国税について各法定相続分に応
じて納付義務が承継される旨を通
知。同月12日、請求人が承継した
とする滞納国税を徴収するため、
請求人が所有する本件各不動産
を差し押さえた。
　請求人は家庭裁判所に本件相
続に係る相続放棄の申述を行い、
受理された。そして令和元年5月
9日、本件各差押処分に不服があ
るとして審査請求をした。
　争点は、請求人に民法第921条
に規定する法定単純承認事由に該
当する事実があるものとして、本
件滞納国税の納付義務を承継す
るか否か。
　原処分庁は、「本件金員が被相
続人の報酬として振り込まれたも
ので、相続財産であることを認識
していたにもかかわらず、何らの

異議を述べずに受領していること
からすると、当該受領した行為は
相続財産の処分に該当する」、
「請求人が本件金員を出金し、生
活費として自己の財産に組み入れ
た行為は、管理行為と考えられる
限度を超えており、相続財産の処
分に該当する」、「相続放棄をし
た者は、その放棄によって相続人
となった者が相続財産を管理でき
るまで、相続財産を管理しなけれ
ばならないが、請求人はＢに本件
金員を返納しており、義務に反し
て行われた相続財産の処分に該
当する」などと主張。
　一方、請求人は、「本件金員は
生活費として自己の財産に組み入
れておらず、相続財産の処分と評
価する余地はない」、「原処分庁の
職員から、本件金員が被相続人の
給与の一部であり、請求人が相続
したとみている旨の見解を述べら
れたことで、本件金員をＢに返納
しており、これは相続放棄する者
の適切な行為」などと主張した。
　審判所は、「本件金員は相続財

産に該当すると認められるが、
本件金員は委任契約に基づい
て本件口座に振り込まれたもの
に過ぎず、請求人が出金した本
件金員を一部でも費消した事
実は認められない。請求人が振
込名義人あてに送金したのは相
続放棄の申述が受理された後
であり、これらはいずれも相続
財産の処分には該当しない」と
判断。
　また、原処分庁は、本件各不
動産は被相続人の相続財産と
主張するが、審判所は「本件各
不動産が被相続人に帰属する
財産であることを認めるに足り
る証拠はない」とし、「本件金
員および本件各不動産につい
て、請求人に法定単純承認事由
に該当する事実はなく、請求人
の相続放棄の申述は有効であ
り、請求人は被相続人の納税義
務を承継しない」として原処分
庁の処分を全部取り消す判断を
下した。

（令和2年4月17日裁決）

相続放棄の申述は有効か？
滞納国税の納付義務の承継をめぐりバトル

相
続
放
棄

無 

効

●取引の実態に応じて適正
な適用税率を判定する

　国税庁の公表資料《事業者の皆
様へ（～区分経理から消費税申告
書の作成まで～）令和元年11月国
税庁（令和2年1月更新）》の８頁
では、適用税率を誤った場合の処
理方法として、「小売店などにお
いて、買い手(顧客)に対して誤った

　



土地所有者の事業関与            自己経営方式                 土地賃貸方式

初期投資や駐車場用
機器の設置等

集客・集金等管理 業者に委託

自前で行う 委託業者が行う

業者が行う

メリット

デメリット

稼働率が上がれば
収入増

初期投資がかかる
収入が安定しない

稼働率にかかわらず
安定収入

稼働率増でも収入は増えず
賃料は比較的低い

「待った！」
クローズアップ 52021年・春号

●どんな事案だったのか？

　判決によると、土地の所有者で

ある資産家Ａさんは個人の貸主と

して平成27年、九州で営んでいた

料亭の跡地約350㎡をコインパー

キング駐車場企画会社Ｂ社に土地

賃貸方式（表参照）で貸し付けた。
駐車できる台数は10台。もともと

この土地は資産家Ａさんの会社名

義でＢ社に貸し付けられていた

が、それを整理し、アスファルト敷

はＡさんが会社から買い取ったと

いう。

　不動産所得の確定申告では、青

色申告決算書に収入金額453万

6000円、減価償却費としてアス

ファルトの取得価額を基にした5

万9178円を計上していた。B社は、

無人時間貸駐車場用機器やライン

引き・車止めなどを設置し、集客・

集金等の管理業務も行った。

●事務提要により賦課処分

　東京都は平成30年、Aさんの確

定申告書を閲覧。航空写真などか

ら駐車台数が10台あることなど

を確認し、Aさんを「駐車場業」を行

う者であると認め、平成28年分か

ら平成30年分の個人事業税の賦

課処分を行った。

　というのも、個人事業税の運用

にあたっては、総務省による技術

的助言として「地方税法の施行に

関する取扱いについて（道府県税

関係）」（平成22年４月１日付総税

都第16号（全部改正）総務大臣通

知。以下「取扱通知」という）を基に

しているからだ。

　具体的には、事業税の納税義務

者である「事業を行う個人」に当た

るか否かの判断基準について、事

業を行う個人とは、当該事業の収

支の結果を自己に帰属せしめてい

る個人をいうものであるとした上

で、「事業税の課税客体の認定につ

いては、次の諸点に留意すること」

として、駐車場業に係る認定に関

し、「駐車場業とは、対価の取得を

目的として、自動車の駐車のため

の場所を提供する事業をいうもの

であること。なお、建築物である駐

車場を除き、駐車台数が10台以上

である場合には、駐車場業と認定

すべきものであること」とされて

いる（取扱通知第３章・第１節・

第１・１の５、第２・２の１・⑹）。

　これを受けて策定された東京

都の「個人事業税課税事務提要」に

よると、「最終的には法意及び社会

通念に照らして行う」としながら

も、駐車場業の認定の留意事項と

して「賃貸人が駐車施設を何ら施

さず、更地を一括して貸し付けて

いる場合で、賃借人が自ら駐車場

所として使用している場合又は賃

借人が当該土地を用いて駐車場

事業を営んでいる場合には、当該

土地の貸付けは、駐車場所の提供

とみなし、認定すべきものとする」

（平成24年8月１日付24主課課第

153号東京都主税局長通達、なお、

本件に適用されるの

は、平成29年３月31日 

付28主課課第546号

による改定後のもの。）

とされ、土地のまた貸

しでも駐車場業の認

定をすることとされて

いる。東京都はこれを

ベースにAさんについ

て駐車場業を認定し

たというわけだ。

　これに対し、Aさんはコインパー

キング業者に土地を貸しているだ

けで駐車場業は営んでいないと

主張、両者の間で争いが勃発した。

●東京地裁の判断

　東京地裁はまず、地方税法72条

の2第8項は、課税対象の第1種事

業を規定し、第13号に「駐車場業」

を掲げていることを確認。しかし

地方税法上は「「駐車場」の内容の

ほか、「事業」自体の意義について

も一般的に定義規定を置いておら

ず、社会通念に従ってこれを判断

するほかはないというべき」とし

た。

　そこで東京地裁は「事業」につい

て「事業とは自己の計算と危険に

おいて独立して営まれ、営利性、有

償性を有し、かつ反復継続して遂

行する意思と社会的地位とが客

観的に認められる業務をいうも

の」と過去の最高裁判決から引用。

次に、駐車場については駐車場法2

条1号、2号から自動車の駐車のた

めの施設としたうえで、「駐車場

業」について「対価の取得を目的と

して自動車の駐車のための場所を

提供する業務を自己の計算と危険

において、独立して反復継続して

行うものであることを要する」と

した。

　東京地裁によれば、土地所有者

がコインパーキング式の時間貸駐

車場により土地を活用する手法と

しては、自己経営方式と土地賃貸

方式があるとして、それぞれ違い

を次の表のように分析している。

　東京地裁は、この観点から、Aさ

んに当てはめて、次のように認定

した。

①土地は、貸付先の業者が自己
の駐車場として使用するため
ではなく、業者の責任において
募集した第三者に対し駐車場
として利用させることを前提に
土地を貸し付けたこと

②資産家は、利用者との間の契
約や管理業務に関与していな
いこと（経営リスクは負わない
こと）

③駐車場の稼働状況に関わらず
業者から月額一定の賃料を受
け取る契約であること（そのた
め稼働が増えても収入は増え
ないデメリットがあること）

　

　このため東京地裁は、業者が運

営する駐車場事業の場所として

「資産家は土地を定額で貸付けて

いるに過ぎないから「対価の取得

を目的として自動車の駐車のため

の場所を提供する業務を自己の

計算と危険において、独立して反

復継続して行うものである」と評

価することはできない。従って資

産家は駐車場業を行うものに該当

しない」と結論付けた。

　また、東京地裁は、租税法律主義

の観点から東京都の認定基準に

関し「自己経営方式と土地賃貸方

式の（税負担の）不均衡を根拠とし

て土地所有者が駐車場業を営ん

でいるとは評価できないような場

合にまで、駐車場業を「拡張解釈」

することは相当でない」と説示し

ている。

　個人事業税は都道府県税で、土

地の貸付方式の駐車場業の認定

については、都道府県により「不

動産貸付業」とする可能性を示す

ところがあるなど、異なることが

あるようだが、資産家自ら駐車場

業を運営し、集金・管理・クレーム

処理し経営リスクを負う「自己経

営方式」とは異なる「土地貸付方

式」について、東京地裁は適正な

ジャッジをしたといえそうだ。

コインパーキングへの土地貸付は

に該当せず駐車場業駐車場業駐車場業
　東京地裁が個人事業税をめぐり異例の判決を下した（令和3年3月10日）。
争点となったのは、コインパーキングを運営する不動産業者に土地を貸してい
ることが、個人事業税の課税対象である「駐車場業」を営んでいることに該当
するかどうか。東京都は、駐車場の場所を提供しているから駐車場業に該当す
るとして平成28年分からの3年分を追徴。土地の所有者は、単に土地を貸した
だけだと不服を主張して争いが勃発した。

東京地裁  個人事業税の課税に



 はじめに

　税務上、役員退職給与に関する問題は様々

な論点がありますが、実務における大きな関

心は、どの程度の金額の役員退職給与であれ

ば税務調査で否認されないかという点でしょ

う。課税実務や裁判例においては、支給され

た役員退職給与が「不相当に高額」か否かに

ついて同業類似法人の支給状況を基にする、

いわゆる「功績倍率法」を用いて判断するの

が一般的です。

　そこで、本稿では、役員退職給与における

「不相当に高額な部分の金額」についてみて

いきたいと思います。

 １．法令の定め

　役員退職給与は、不相当に高額な部分の金

額は損金の額に算入されません（法法34

②）。この「不相当に高額な部分の金額」

は、法人税法施行令70条2号において、以下

の事項に照らし、その退職した役員に対する

退職給与として相当であると認められる金額

を超える場合におけるその超える部分の金額

とされています。

①　法人の業務に従事した期間
②　退職の事情
③　その内国法人と同種の事業を営む法
　　人でその事業規模が類似するもの
　　（以下「同業類似法人」といいま
　　す。）の役員に対する退職給与の支
　　給の状況等

 ２．功績倍率法
　課税実務や裁判例においては、「不相当に

高額な部分の金額」の判断基準として、いわ

ゆる「功績倍率法」を用いるのが一般的で

す。具体的には、同業類似法人の役員退職給

与を調査し、以下のとおり功績倍率を算出し

ます。

　

　そして、一般的には、その同業類似法人の

功績倍率の平均値（平均功績倍率）を算出

し、以下の算式で役員退職給与の相当額を算

定します。

　退任役員の最終月額報酬
　×退任役員の勤続年数×平均功績倍率

　このとおり、法人税法及び同法施行令にお

いては、上記１の考慮要素に照らし判断する

こととなっていますが、実際の課税実務や裁

判例においては、考慮要素の大半が「同業類

似法人の支給状況」から算出された「功績倍

率」に集約されてしまうこととなります。す

なわち、同業類似法人の抽出基準（退職の事

情、事業分類・規模の類似性等）により考慮

されることになります。

 ３．功績倍率法と
       同業類似法人に関する情報

　平均功績倍率法が用いられた場合、それに

より算定された相当額を超える部分は「不相

当に高額な部分の金額」とされてしまうこと

になりますが、平均功績倍率法による相当額

を超えると直ちに不相当に高額であるとする

のは「あまりにも硬直的な考え方」であると

した裁判例があります¹ 。

　この事例では、①実態に即した適正な課税

を行うとする法人税法34条2項の趣旨に反す

ることにもなりかねないこと、②抽出された

同業類似法人のうち、平均値を超えている法

人は不相当に高額な役員退職給与を支給して

いたことになりかねず、一定の適格性が担保

されている同業類似法人であるという前提と

矛盾すること、③納税者が同業類似法人の支

給状況を調査するといっても、課税庁が行う

厳格な調査は期待できないから、納税者の一

般的な認識可能性にも十分配慮する必要があ

り、事後的な課税庁の調査による平均功績倍

率を適用した金額からの相当程度の乖離を許

容すべきことを理由として、平均功績倍率の

1.5倍の率を適用して計算した金額を役員退

職給与の相当額としました。

　この事例は、平均功績倍率法の機械的な適

用について、一石を投じた事例として評価で

きますが、この事例の高裁判決²において、上

記理由は全て取り消され、平均功績倍率を適

用すべきとされました。

　納税者側が、同業類似法人に関する情報を

入手することは困難であると考えられます

が、上記事例及びその高裁判決においては

「役員退職給与の支給実績を調査したデータ

が掲載されている文献が複数公刊されている

ほか、TKC全国会（税理士及び公認会計士か

らなる任意団体）発行の同種の資料が同会の

会員に頒布されており、これらの文献・資料

には、業種等ごとに、法人の売上金額、役員

の役職名、退職事由、在任年数、最終月額報

酬額、役員退職給与の支給額、功績倍率等の

実例情報が掲載されていることが認められ、

納税者はこれらの公刊物により又はTKC全国

会の会員である税理士等を通じて同業類似法

人における役員に対する退職給与の支給の状

況を相当程度認識し得るということができ

る」とされています。

 ４．情報の利用と抽出基準等

　上記３の裁判例でも述べられているとお

り、課税実務及び裁判例においては納税者が

同業類似法人の支給状況を相当程度認識し得

るものとされています。納税者側からする

と、そのような考え方は受け入れがたいもの

ですが、そのような実務になってしまってい

る以上、民間企業が公表している役員退職給

与に関する統計資料等を参考にして、同業類

似法人の支給状況を把握し、功績倍率を検討

するといった対応が必要となります。なお、

課税庁側においても、民間企業が公表してい

る役員退職給与の統計資料を利用して功績倍

率を算出し、裁判所がその合理性を認めてい

る事例があります³。

　民間企業が公表している役員退職給与に関

する統計資料等を利用する際は、単に金額や

功績倍率の大小を比較するのではなく、対象

地域や業種の類似性等についても細かく検討

する必要があります。納税者がTKC全国会に

おける「月額役員報酬・役員退職金

（Y-BAST）」を用いて相当額を主張したと

ころ、その抽出基準について、対象地域が

「全国」であったり、基幹事業についても日

本標準産業分類の「大分類」とするのみで

あったりしたことから、税務当局の抽出基準

に比べて、その対象地域及び業種の類似性の

点において劣るとされた事例があります⁴。

　裁判例においては、同業類似法人の抽出に

ついて、「同種の事業を営む法人」に該当す

るかどうかは、日本標準産業分類における分

類（大分類、中分類、小分類及び細分類）の

同一性によっている場合が多く、抽出数の問

題から、中分類程度の同一性によっているこ

とが多いといえます。また、「事業規模が類

似する法人」に該当するかどうかは、売上高

や資本金、純資産価額などについて、いわゆ

る倍半基準（2倍以下0.5倍以上の範囲で抽出

する基準）を用いて選定している場合が多い

でしょう。その他、経済状況等の地域性を考

慮するためにその納税者と同じ地域の事業者

を選定したり、退職の事情を考慮するために

死亡退職かどうかなどを考慮したりするなど

がされています。

 おわりに

　納税者においては、入手できる情報が限ら

れていますが、だからといって、漫然と根拠

なく役員退職給与を支給することはリスクが

大きいでしょう。入手できた情報の中で、で

きる限り合理性をもって同業類似法人の抽出

基準などを設けて、相当額の検討をする必要

があると考えます。

　なお、過去の裁判例でみると、税務当局の

更正処分段階では「3.0～3.5」程度で功績倍

率を認定している事例が多いことも留意すべ

きでしょう。

――――――――――――――――――――

鈴木 涼介 税理士

役員退職給与における
不相当に高額な部分の金額

6 2021年・春号チェックポイント

1. 東京地判平成29年10月13日
　　（税資267号－127｟順号13076｠）。
2. 東京高判平成30年4月25日
　　（税資268号－44｟順号13149｠）。
3. 岡山地判平成18年3月23日
　　（税資256号－88｟順号12178｠）。
4. 東京地判平成25年3月22日
　　（税資263号－54｟順号12178｠） ほか。
5. 拙著『役員退職金の設定実務ガイド』（税務経理協会）参照。

同業類似法人の役員退職給与の額
功績倍率 = 

その役員の最終月額報酬
×その役員の勤続年数



72021年・春号 不動産Ｍ＆Ａ

信頼される税理士だからこそできる
資産税コンサルティング分野のお仕事

～中小ビル保有法人の株式譲渡（20％課税）～

◎お客様の財産の悩みを解決すること、
　この仕事は税理士先生こそ適役です。
◎お客様の次なる局面でも資産運用等で
　お付き合いを継続することができます。

～それはビルオーナーのお客様の将来を拓くお手伝い～

不動産Ｍ＆Ａ
不動産Ｍ＆Aで一挙に解決

●昨年来のコロナ禍で中小ビルの
経営状況は様変わりしたと聞きま
す。現場ではどのようなことが起
きているのでしょうか。
　コロナ禍による昨年5月の緊急
事態宣言発令以後、多くの飲食店
が開店休業状態です。店から家賃
半額値引きのお願いをされたとい
う話もよくあります。値引きする
とビルの全店舗に波及する恐れも
あるので、オーナーとしてはイエ
スとは言えず、最終的にはテナン
トの撤退という事態が現実のもの
となっています。しかも、コロナ禍
においては次のテナントも簡単に
は決まりません。

●長年ビルを保有してきた事業者
にとっては、この一年で状況が一
変したわけですね。
　そうですね。とくに借入がある
事業者の場合は、会社の屋台骨が
揺らいで事業継続に支障をきたす
心配があります。ただ、古くから自
社ビルを安定運用してきたオー
ナーの場合、無借金経営であるこ
とが多いので、すぐに経営が頓挫
するわけではありませんが、それ
でも先行きの見通しが立たないと
いうのは大きな問題です。

●ビルの改修などで価値を高め
て、テナントを誘致することも可
能ではないでしょうか。
　それがそうでもないんですよ。
理由は大きく2つあります。1つ
は、コロナ禍によってビルを借り
る価値が変わってしまったこと。
たとえば、オフィスのサテライト
化が一般に浸透したことがありま
す。物販の店舗もネットの時代で

すから、そうした影響が貸ビルの
市場を変えた。もう１つの理由は、
オーナーサイドの問題ですが、経
営トップの高齢化が進み、さらに
先代の相続で株式が親族に分散
し、経営の意思決定が難しくなっ
ているケースが増えています。ビ
ルの改修を進めるにしても、借入
による資金調達自体を避けたい役
員・株主もいますので、会社とし
てどう舵を取っていくのか、意思
決定が難しくなっています。

●コロナ禍ではテナントが入るま
で「待つ」という選択も難しいです
ね。
　ビルオーナーを悩ませているの
は空き店舗の問題だけではありま
せん。最近増えている地震や水害
などの対策を放置しておけないと
いう問題もあります。中小ビルの
一部は、旧耐震基準のままの建物
もありますが、もし対策を打たな
いまま、地震でテナントなどに損
害を与えた場合には大変なことに
なります。阪神・淡路大震災での
教訓的な事例は有名でしょう。都
市型の水害にしても、設備の復旧
までテナントの活動の制限が余儀
なくされると大変です。オーナー
にとっては財産を失う恐れすらあ
ります。このことは良識ある役員
なら良く分かっていらっしゃるの
ですが、古いビルを耐震改修した
ところでテナントが集まる保証は
ありませんので、ここでも意思決
定の問題が大きなネックとなって
います。

●身動きが取れず、問題を放置して
いるケースも多いように思えます。

　危機感を共有することができれ
ば、問題解決に向けて話が進んで
いく傾向があります。私の経験か
ら言えば、役員の一人に相続が開
始すると、通常、身内にしか株式
が売れないのに相続税が重いとい
う事実に直面し、途端にオーナー
経営陣の意識が変わってきます。
それがきっかけとなり、ビル経営
からいったん退却し、不動産Ｍ＆
Ａで財産の現実的な分割へ進むこ
とが少なくありません。とくに、役
員や株主の子弟の世代が強い危機
感を持って動き始めるようになり
ます。

●不動産M&Aの仕組みを簡単に教
えていただけますでしょうか。
　いろいろなケースがあります
が、もっとも端的なケースは法人
所有の不動産を法人自身が売却す
るのではなく、株主が法人そのも
のをM&Aで譲渡する取引です。法
人が不動産を売却すると、不動産
の含み益には法人税が課税され、
さらにその利益の配当では配当課
税が生じますが、会社ごと不動産
を譲渡する場合には、基本的に株
式譲渡益に対する課税だけで済み
ます。

●不動産Ｍ＆Ａという手法はどの
ようなケースでも使えますか。
　ビルの経営規模にもよります
が、いったんビル事業そのものを
現金化して株主など権利者に分け
ていく有力な手法であることに間
違いはありません。その中心となる
のは不動産を会社ごと株式で売る
手法ですが、不動産Ｍ＆Ａありき
で、ビル経営をされているお客様

のコンサルティングをするわけで
はありません。会社分割など手法
はいろいろありますので、ベストな
方法を選択することが重要です。

●その際、顧問税理士はどう対応
すべきなのでしょうか。
　顧問の税理士さんなら内情を把
握されていますので、不動産Ｍ＆
Ａなど、どのような形で解決すべ
きかアドバイスしやすい立場にあ
ると思います。まごまごしている
と、金融機関などがアプローチを
仕掛けて、顧問税理士の知らない
ところで、こうした話が進んでし
まうこともあり得るのです。

●不動産貸付業を続けたいと考え
る関係者がいる場合、不動産Ｍ＆
Ａの話を進めるのは難しいように
思います。
　不動産貸付業を継ぎたいとお考
えなら、不動産Ｍ＆Ａの後でその
ニーズにお応えすることも可能で
す。お客様にとっては、身動きの取
れなくなった会社から脱却して、新
たな未来を自由に描くことができる
こと、それが一番価値のあることで
す。紆余曲折はあったものの不動産
Ｍ＆Ａで資金を手に入れるとお客
様は喜んでくださいます。顧問税理
士にとっては、大事な顧問先がなく
なるように感じるかもしれません
が、そんなことはありません。お客
様は次の展開を考えていますので、
それをサポートして差し上げること
で、お客様とは長くお付き合いでき
るのです。そうするためにも、良い

ポジションにいる顧問税理士がオー
ナーご一族をグリップして悩みの解
決を促すことが大事だといえます。

　築年数が経った中小ビルは、耐震性の不安や設備の旧式化といった問題を抱えているが、最近は新型コロナ
の影響によるテナント撤退も相次ぎ、中小ビル経営は先行き不透明感が強まっている。一方で、経営トップらの
高齢化や株主の複雑化などで、会社のかじ取り自体が難しくなっている実情もある。こうした状況に対し、ビル
オーナーらを長年コンサルしてきた本郷尚税理士は、「オーナーご一族それぞれのニーズを合理的に実現する
方法として『不動産Ｍ＆Ａ』は非常に有力。こうした時こそ信頼される顧問税理士の出番です」と語る。悩める
ビルオーナーが、問題解決の扉を開くにはどうしたらよいのか、本郷尚税理士に話を聞いた。

顧問税理士さん、出番ですよ！

悩めるビルオーナーを救え
～お客様の将来を拓く不動産Ｍ＆Ａ～

日税グループはそんな先生方を支援します！
不動産Ｍ＆Ａに関する
お問い合わせ窓口 03-3346-2220

●保有ビルが老朽化・耐震性不足・設備旧式化
●災害リスクで財産価値が大幅低下の恐れも
●役員の高齢化で改修の意思決定・
　資金の手当てが困難
●相続でいざこざが予想される

＜中小ビルオーナーの悩み＞

☎



信託8 2021年・春号

希望に沿った相続・事業承継を実現

信託に期待される　つの機能
　大切な財産や大事な会社をどのように守るか――、そんな悩みを抱える資産家や経営者がここ数年でかなり増えてい
ます。遺言書を作成する人も年々増えており、日本公証人連合会の統計によると、令和元年の遺言公正証書の作成件数は
11万3137件で、10年前に比べて45％も増加しています。
　こうした状況に対し、信託銀行や地方銀行をはじめとする金融機関などは、相続・事業承継に関するセミナーを積極的に
展開したり、生前対策として有効な商品やサービスを次々と打ち出すなど、顧客の囲い込みに躍起になっています。相続
や事業承継に関するテレビコマーシャルや広告などを目にする機会も増えていますので、資産家や経営者の方々もこれま
で以上に自身の生前対策について考えることが多くなっていると思います。親族間で争いを起こさないためにも、早い段
階で効果的な対策を打っておきたいものです。
　そこで今回は、大切な財産や会社を次世代に円満に引き継がせ、希望に沿った相続・事業承継を実現させる「信託」につ
いて考察してみたいと思います。

【相続・事業承継と信託】　
　信託とは、信託法に基づく「自分の大切な

財産を、信頼できる人に託し、自分が決めた

目的に沿って大切な人や自分のために運用・

管理してもらう」制度（信託協会ホームペー

ジより）です。

　資産家や企業オーナーが相続・事業承継を

考える際には、まさにこのようなことを想い

願うのではないでしょうか。つまり、信託と

は、相続・事業承継に非常にマッチした制度

のひとつといえます。

　この信託法に基づく信託を、信託業法等に

基づいて業として受託しているのが信託銀行

や信託会社などで、これが「商事信託」と言

われるものです。一方、ビジネスではなく、

親族間などで行われる信託が「民事信託」と

呼ばれるものになります。

　日本公証人連合会の調査によると、2018年

における民事信託に関する公正証書の作成件

数は2223件でした。ただ、民事信託において

公正証書の作成は必ずしも義務ではありませ

んので、実際に民事信託を利用した人はさら

に多いといえます。

　なお、商事信託と民事信託には、それぞれ

利用するお客さまによってメリット・デメ

リットがありますので、個々の事情やコスト

負担などを踏まえたスキーム選びが必要とな

ります。

【信託の機能と事例】
　もう少し具体的に相続・事業承継と信託の

関係についてみてみましょう。信託には様々

な機能がありますが、相続・事業承継では主

に以下の５つの機能が活用されています。

（※カッコ内は典型的なニーズになります）

①財産管理機能（認知機能低下に備えて
　おきたい）
②遺言代用機能（遺言によらず資産の承
　継先を決めておきたい）
③受益者連続機能（二次、三次の財産承
　継先を決めておきたい）
④財産の量と質の転換機能（議決権を　
　持ったまま、自社株承継を図りたい）
⑤流通税コスト削減機能（不動産信託受
　益権化して流通税コスト削減を図りた
　い）

　この５つの機能は、組み合わせて利用する

こともできますので、商事信託、民事信託を

問わず、お客さまの状況に合わせた様々な信

託スキームが構築されています。

　ここで民事信託の事例を２つ挙げてみます

（左下の事例参照）。

【信託活用の留意点】
　信託は相続・事業承継において有効な機能

のひとつですが、決して万能ではありませ

ん。お客さまの相続・事業承継で信託の活用

を検討する際には、少なくとも、次のことに

留意する必要があります。

①スキーム組成の限界　
　信託銀行等の商事信託は信託業法等に基づ

く営業のため、お客さまニーズに応じた商

品・サービスのカスタマイズや低廉なコスト

での受託には限界があると言われています。

この点、親族等を受託者とする民事信託はス

キームの柔軟性はあると考えられますが、受

託者が親族等であり、専門家ではないことを

考えると、あまり複雑なスキームを組成する

とやはり限界が出てくると思われます。

②税務上の効果　
　不動産現物を受益権化することで流通税コ

ストの削減効果は得られますし、信託銀行な

どが扱う「教育資金贈与信託」のように一定

の非課税特典がある商品もあります。しかし

ながら、そのような例を除けば、基本的には

信託スキームは税務的には中立であり、信託

を使ったことによる節税効果というものは期

待できません。

③一定のコストがかかる
　これは信託に限りませんが、相続・事業承

継への対応には一定のコストが発生します。

例えば、不動産を信託すれば信託設定の登記

費用がかかります。商事信託であれば信託銀

行などに支払う信託報酬が発生するほか、民

事信託においてもしっかりとした民事信託契

約書を作成するような場合は、士業への支払

いコストが発生することになります。

　

【終わりに】
　日税グループでは、税理士先生や関与先様

への相続・事業承継に関するサービスの拡充

を図っていく予定です。『日税ジャーナル』

や『日税ジャーナルオンライン』でも、信託

やＭ＆Ａを切り口とした相続・事業承継の事

例を引続きご紹介してまいります。

ニーズ　自分の主な相続財産は金銭と収益不動産であり、相続人は妻
と長男です。自分も高齢になってきて、今後の収益不動産の管理実務に不

安を覚えてきました。

課題　法定後見制度は認知症等になってからのもので、また基本的に被
後見人の財産の維持が目的であり財産の処分等にも制約があります。生活

レベルの維持や不動産の処分において柔軟性に欠けることが予想されます。

解決　長男を受託者として、金銭や収益不動産を信託する民事信託を設定します。金銭や収
益物件等の管理・処分は受託者である長男が行い、生前は自らが受益者として信託配当を受領

し、相続発生後は長男（受託者兼受益者）と妻（受益者）が信託配当を受領するようにするこ

とで相続発生後も妻の生活の安定を図ることができます。

ニーズ　将来の後継者は決めていますが、後継者は若年のた
め、まだ経営は自分で行いたいと思っています。一方で会社の業

績は順調であることから、今後株価が上昇してからの後継者への

自社株承継では税負担が大きくなることも懸念しています。

課題　単純な株式の売買や贈与では自社株の議決権も後継者に
渡ってしまうため、経営権が移行することになってしまいます。

解決　自らを委託者兼受託者とする民事信託（自己信託）を設定し、受益権は後継者に保有
させます。議決権は自分が行使しつつ、配当は後継者に信託配当の形で渡すことができます。

自分に相続が発生したら、信託終了として株式が後継者に渡るようにしておけば、経営の空白

を回避することもできます。（信託設定時点で贈与税が発生することには留意が必要になります）

《事例１》①財産管理機能　～認知機能低下への備え～

《事例２》④財産の量と質の転換機能　～生前贈与による自社株承継～

５
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――個人事業者のサポートを専門としたキッ
カケからお聞きします。
　税理士資格の取得後、起業家向けの塾に参

加する機会がありました。そこで皆さんの話

を聞いていると、経理ができない、数字が苦

手といった共通の悩みを抱えていることを

知って、税理士という職業は、こうした人た

ちをサポートしながら一緒に夢を追いかける

ことができる面白い仕事だと初めて気づいた

んです。そして、個人事業を専門にサポート

する事務所を作りたいと思い、すぐに開業の

手続きを行いました。

――個人事業者だけに絞り込むというのは珍
しいですね。
　知り合いの税理士から「食べていける

の？」「繁忙期が重なって大変だよ」などと

言われて、少し不安はありました。しかし、

個人事業者の場合、税理士とのやり取りは年

１回の確定申告だけというケースが多いです

が、中には税理士にもう少し見てもらいたい

というニーズがあると思い、その受け皿にな

りたいという気持ちのほうが不安よりも大き

かったですね。

――開業後、顧客開拓のためにどのような活
動をされましたか。
　結婚して愛知県から石川県に引っ越してき

たばかりで、知り合いが誰もいないところで

開業したので、最初は本当に大変でした。起

業家や起業を目指している方を集めるために

セミナーなどを企画しましたが、女性の場

合、子育てなど家庭の事情で夕方や夜に外出

できない方がたくさんいます。それなら、時

間が取りやすい昼間にお茶をしながら事業に

役立つ話などを聞くことができれば、多くの

人に喜んでもらえるのではないかと思い、お

茶会を企画しました。事業の話だけでなく、

士業をはじめいろんなジャンルの講師を呼ん

でいるうちに参加者がどんどん増えていき、

募集をかけると毎回満員になる人気のイベン

トになりました。

――お茶会への参加はどのように呼びかけた
のでしょうか。
　Facebook（フェイスブック）のイベント

ページを使いました。2013年から始めまし

たが、当時、フェイスブックがSNSとして

ちょうど盛り上がっていくタイミングだった

ので、私が企画したイベントが目立っていた

ことも参加者が集まった要因かもしれませ

ん。自分の好きなタイミングで知らない人た

ちに情報を発信して、誰かから反応があれ

ば、都合が良いときに確認して返信すること

ができる。そんなSNSの仕組みは、子育てで

時間が取れず、周りに知り合いもいないとい

う環境において大きな武器となりました。情

報発信としては、インスタグラムやツイッ

ター、YouTube（ユーチューブ）など様々あ

りますが、どれが自分に合っているか分から

ないので、すべて試してみることにしていま

す。

――河南先生のユーチューブはすごい人気で
すね。
　ユーチューブについては、これから動画の

時代がくるという情報を得ていたので挑戦し

てみたい気持ちはありましたが、何となく

ハードルが高くて１年ほど避けてきました。

そんな時、私が毎年開催している確定申告セ

ミナーを撮影してYouTubeにアップしてみま

せんかと言ってくださる仲間がいて、とりあ

えず一回アップして様子をみることにしまし

た。単にセミナーをアップしただけで、再生

数を伸ばす工夫なども一切していませんが、

半年後にチャンネル登録者数が600人になっ

ていて、これは自分に合っているかもしれな

いと思い、まずは登録者数1000人を目指して

動画の配信を始めました。目標を達成できた

後、一定の条件をクリアしたということで広

告料が入ってきたのは驚きました。2021年4

月の時点で登録者は1万7000人を超えていま

す。

――クラウドファンディングもご自身で実践
されたとお聞きしました。
　地方は都市部に比べて情報が遅れているの

で、以前から興味があったクラウドファン

ディングを自分が挑戦することで、地域の人

たちにその仕組みやメリットを教えてあげら

れるのではないかと考えていました。1回目

の挑戦は、石川県でキングコングの西野亮廣

さんの講演会を開催するというプロジェクト

を企画し、300人の定員をすべて埋めること

ができました。２回目の挑戦は、個人では

ちょっと手が出せないＡ５ランクの肉をみん

なで買って食べ比べするという企画で、こち

らも大勢の方に参加していただきました。

――クラウドファンディングを成功させるポ
イントを教えてください。
　実践してみて成功させるコツのようなもの

は掴みましたが、それよりも大事なのは、ク

ラウドファンディングはプロジェクトを企画

した本人がとにかく動かないと何も進まない

ということです。これまで15件ほどクラウド

ファンディングのお手伝いを行ってきました

が、プロジェクトを成功させるには、挑戦す

る人のやる気、本気度、行動力の３つが絶対

に欠かせません。ですから、私のところに相

談に来られた方には、プロジェクトをやりた

い理由を深掘りしてもらい、その人の想いや

熱量を確認するようにしています。

――様々なことにチャレンジする河南先生の
行動力もすごいと思います。
　私のように関与先ゼロからスタートした事

務所は、差別化しないと埋もれてしまいま

す。税理士資格があれば税金や経理のサポー

トはできますが、フェイスブックなどSNSの

使い方や動画配信の方法を教えたり、迷った

時や苦しい時に相談できる税理士を求める事

業者がいたら、その時には頼られる存在にな

りたい。そのためにも売上げを伸ばすための

仕組み作りを日頃から考えたり、事業の参考

になる情報などを集めながら、付加価値の部

分に磨きをかけることを心掛けています。

――確かに、飲食店などはSNSを上手く活用
すれば集客に繋がりそうですね。
　そうなんです。美味しそうな料理や可愛い

小物など、写真で撮ったら魅力的なものがた

くさんあるのにSNSを活用していないお店が

あると本当にもったいないと思います。税理

士の仕事は形のないサービスなので写真に

撮って映えるようなものはありません。それ

でも何とか工夫して情報発信していますの

で、そうした私の姿を見てもらえれば、自分

もできるかもしれないと挑戦するきっかけに

なるほか、ご自身のビジネスを成功させるヒ

ントとして利用してほしいですね。

――今後の展望についてお聞かせください。
　事務所を大きくするよりも、自分が手に負

える範囲でお客様一人ひとりを丁寧にサポー

トすることが私のスタイルであり、それは今

後も変える予定はありません。開業以来、小

さくても強いお店を作るためのお手伝いをし

ていますが、オープン当初からのお付き合い

となると、自分のお店のような感覚になって

きて、お客様が増えたり売上げが伸びると自

分のことのように嬉しくなります。これから

も個人事業者を専門にサポートを続けなが

ら、経営に役立つ有意義なアドバイスがたく

さんできるように、私自身もいろいろなこと

に挑戦していきたいと思います。

個人事業専門として
起業家らを支援

小 さく ても 強 いお 店を 作 る ！

河南 恵美 税理士（石川・小松市）

　個人事業専門の税理士として活動する河南恵美税理士。FacebookやYouTubeを積極的に活用するほか、
クラウドファンディングにも自ら挑戦しており、そうしたノウハウを顧客にアドバイスしながら「小さくても強い
お店を作る」ためのサポートを行っている。
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「うちは 大 丈 夫 」と言 い 切 れますか？

標的は中小企業へ
サイバー攻撃の

　企業へのサイバー攻撃で

個人情報が盗み取られる

ケースが後を絶たない。そ

の手口も高度化・巧妙化し

ており、従来の情報セキュ

リティ対策では攻撃を回避

することが極めて困難に

なってきた。しかも、セキュ

リティ対策が充実している

大企業のインフラに侵入す

るため、セキュリティ対策

が脆弱なサプライチェーン

の中小企業に狙いを定め、

そこを踏み台にして大企業に攻撃を仕掛けるケースが増加している。

　もはや、サイバー攻撃への備えは、企業規模や業種を問わず、すべて

の企業に求められているが、現実には、希望規模が小さくなるほどサイ

バーリスクに対する危機意識が低く、情報セキュリティ対策が進んで

いないという実情が報告されている。

　（一社）日本損害保険協会が日本の国内企業1113社を対象に実施した
「中小企業の経営者のサイバーリスク意識調査2019」（回答数：中小企業

の経営者・役員825人、大企
業の経営者・役員207人）に
よると、約4社に1社（24.0％）
の中小企業の経営者はサイ

バー攻撃への対策をしてい

ないと回答。さらに、中小企業

の経営者の52.3％がサイ
バー攻撃の対象に自社がな

ると認識していなかった。

　しかし、その一方で、中小

企業の経営者825人のうち
155人がサイバー攻撃の被
害を経験しており、なかには

被害総額が「1000万円以上～1億円未満」にのぼる事例も報告されて
いる。残念ながら、一般的なウイルス対策ソフトでは、新種のウイルス

を感知することは不可能といえるだろう。急増している情報セキュリ

ティ事故の発生を防ぐためにも、新種のウイルスに対応したセキュリ

ティソフトを導入したり、ウイルス感染にともなう高額な費用負担を

カバーするため、情報セキュリティに関する保険に入っておくなどの

対策を講じておきたいところだ。

取引先に送った一通のメールが……………

中小企業の
７月6日　17：00
　事務担当のＡのパソコンから、取引先に定例の

作業で添付ファイル付きのメールを送信。

７月6日　17：30
　取引先よりメールが受信できていないとの連

絡が入ったため、Ａは再度メールを送信。その直

後、社内のＩＴ担当者から送信したメールがウイ

ルスに感染している可能性があるとの連絡が入

る。パソコンには市販のウイルスソフトが導入さ

れており、パソコン自体に異常はなかったが、予

防的にパソコンをＬＡＮケーブルから切断。

７月7日　10：00
　ＩＴ担当者が確認したところ、送信したメール

がマルウェアの一種「トロイの木馬」に感染して

いる可能性があることが判明。Ａはすぐにメール

を送信した取引先に電話をかけ、ウイルスに感染

している可能性があることを報告。

７月7日　13：30
　取引先からＡに連絡があり、メールを送信した

パソコンがウイルス感染していないか事実確認

をしてほしいとの要請を受けた。Ａは外部の専門

業者にウイルス感染の調査について相談したと

ころ、1台につき約180万円の費用がかかると言
われる。

７月7日　14：00
　Ａはウイルス感染の調査費用などを上司に報

告。調査をしなければ取引先に被害があったかど

うかを確認できないため、専門業者に調査を依頼

することに。

７月20日　11:00
　専門業者からの報告によりＡのパソコンのウ

イルス感染が判明。それを受けて取引先のパソコ

ンについてもウイルス感染の調査を依頼した。

7月27日　15:00
　調査の結果、取引先のパソコンもウイルスに感

染していることが明らかに。幸いにして個人情報

などの漏洩はなく、また、Aが勤めている会社は
サイバー保険に加入していたことから、保険会社

に確認したところ、パソコン２台分の調査費用と

して請求される約360万円は全額保険でカバー

できることが分かった。

7月28日　14:00
　Ａは上司とともに取引先を訪問。今回の件につ

いて改めて謝罪した。

実録

オフィスのパソコン、ウイルス対策ソフトを入れているから大丈夫！と思っていませんか？

御
存
知
で
す
か
？

情報セキュリティ対策に
有効なサイバー保険
　ひとたびセキュリティ事故が発生す
ると、相手への損害賠償だけでなく、原
因調査や見舞金の支払いなど、思いが
けない費用が発生します。それらを包括
的に補償するのがサイバー保険です
（商品によっては、サイバー事故が起き
た際の対応方法を、専門業者がサポー
トするコンサルティング機能も附帯して
いるものもあります）。

　しかも、この保険はパソコンなどに起因するサ
イバー事故だけでなく、社外での置忘れや紛失
に起因する個人情報漏洩事故も対象となるな
ど、補償範囲が広いのが特徴です。
　ぜひ、㈱日税サービスまでお問合せください。

　一般的なウイルス対策ソフトは既知のウイルスへの対策法を覚え込ま
せるため、新種のウイルスはどうしてもすり抜けてしまいます。
　㈱日税サービスが提供する「パソコン無料セキュリティ診断」
（SOMPOリスクマネジメント㈱の「SOMPO SHERIFF」体験版）は、一
般的なウイルス対策ソフトでは検知できない新種のウイルスについても、
その挙動を検知することによって診断を行います。
　※緊急アラート・脅威ハンティングは有料版でのサービスとなります。

Lightプランは
保険補償なし

info-ns@nichizei.com☎0120-31-2112

➡

➡
体験版では、診断後のセキュリティレポートを無料でご提供します。
レポートにて診断期間中の主に下記のような履歴をご確認いただけます。
・不正プログラムの検知履歴　・危険サイトへのアクセス履歴
・Wi-Fiの接続履歴　　　　　・USBの接続履歴　　　 など

税理士事務所や関与先のオフィスで
ぜひ、ご活用ください！

パソコン無料セキュリティ診断のお申込み・お問い合わせ



例

変更前
変更後

保険料負担割合
被保険者

子

契約者

父
子

父
子

50％
50％

死亡保険金
受取人

112021年・春号 フォーカス

　当たり前のことですが、支払調書は税務署

に対して発行されるものです。保険会社から

は、保険金や年金を受け取った受取人にはそ

の会社が独自で作成されている明細書や支払

通知書などが発行されていますが、支払調書

それ自体を受取人に送っている会社は少ない

ようです。生命保険会社の書類に記載されて

いる項目が、支払調書に記載されている項目

すべてが記載されていないこともあるようで

すので、注意が必要です（関係法令参照）。

●今回の支払調書の見直しの趣旨
　生命保険契約は保険契約者の解約手続きに

より解約返戻金を受け取ることはいつでもで

きます。そこで、被保険者と保険契約者が相

違する契約の場合には、保険契約者が死亡し

た場合、その時点の解約返戻金相当額を「生

命保険契約に関する権利」として相続税が課

税されます。

　しかし、改正前はこの時点の支払調書が提

出されず、税務署がこれを把握することが難

しく相続税申告において「生命保険契約に関

する権利」の金額が申告から漏れていること

がある場合があったために、死亡時の契約者

変更についても支払調書が追加されていま

す。

　また、生命保険金等について所得税が課さ

れる場合、所得金額の計算上で控除できるの

は、原則としてその生命保険金等の受取人本

人が払い込んだ保険料等に限られています。

契約された生命保険契約を法人から個人に名

義を変更した後、その個人に対して保険金が

支払われた場合、本来所得金額の計算上控除

できない旧契約者（＝法人）の払込保険料も合

算して控除している場合もあり、正しい所得税

の申告が行われていないケースもあったことか

ら保険金などが支払われる際の支払調書につ

いても記載内容の見直しが行われました。

●支払調書の提出基準の変更

　保険金に関しては、受け取っても非課税と

なる保険金などは保険会社によって100万円

超でも支払調書を発行していないケースもあ

るようです。

　また、年金については、契約者と被保険者が

同一の場合には、年間の支払額が20万円以上

となっているのに対し、契約者と被保険者が別

人で年金開始時に年金受給権に対して贈与税

が課税される契約形態の年金については年金

支払時には支払金額にかかわらず発行される

ことになっていますので注意が必要です。

　なお、支払調書の提出時期は所得税が課税

される保険金などは翌年1月31日まで、相続

税・贈与税が課税される保険金など翌月15日

になっています。

●支払調書の記載内容の変更
　今回の改正により、年金や解約返戻金・保

険金を受け取った場合の支払調書には記載内

容が追加されています。

一時金を受け取った場合（所得税・相続税

法：生命保険契約等の一時金の支払調書）

・受取人氏名、住所、個人番号

・契約者氏名、住所、個人番号

・被保険者氏名、住所

・保険金額等（または満期金額、解約返戻

　金額）

・保険料総額（既払込保険料総額）

・保険事故発生日、保険金等の支払日

・支払時の契約者の直前の

　契約者の氏名・住所※

・契約者変更の回数※   　　

・支払時の契約者の既払込保険料※
　※ 2018年（平成30年）追加

　以前は、支払時点の契約者しか把握できな

かったのに対して、契約者変更をする直前の

契約者の氏名や住所、契約者変更の回数、支

払い時点の契約者が支払った保険料額などが

判明するようになりました。

●支払調書の発行の変更
　契約者死亡の場合（相続税法:保険契約者
等の異動に関する調書）

・死亡した契約者の氏名・住所・死亡日

・新契約者の氏名・住所

・解約返戻金相当額

・既払込保険料

・死亡した契約者の既払込保険料

●名義変更後の課税
　生命保険の名義変更をした後、保険金を受

け取った場合などの課税については、今回の

支払調書の改正で変更があったわけではあり

ませんが、支払調書で発行されることでしっ

かりと対応しておく必要がありますので再確

認しておきましよう。

＜生存中に名義変更された場合＞

　保険料を負担した人と保険金等の受取人の

関係で課税が相違しますので、受け取った保

険金等を保険料の負担金額で按分して課税す

ることになります。

　この契約で被保険者である子供が死亡した

場合は、子の配偶者が受け取った死亡保険金

に係る税金は、子が負担した保険金の部分は

相続税が課税されますが、父が負担した保険

金の部分は贈与税が課税されます。

　これは、途中で契約が転換された場合で

あっても転換前の保険契約の保険料も合計し

て負担割合を計算して課税されます。

＜死亡で名義変更された場合＞
　死亡時点で解約返戻金相当額を「生命保険

契約に関する権利」として、生命保険契約を相

続していますので、その後死亡保険金を受け

取った際には、契約当初から変更後の契約者が

保険料を負担したとして課税されます。つまり

この保険金全額に相続税が課税されます。

　生存中の名義変更については、その時点で

課税があるわけではなく、将来の解約時の解

約返戻金や、死亡時の死亡保険金などを受け

取った際の課税に影響を与えます。申告の際

には途中での名義変更がないかをしっかりと

確認して課税することが必要になりますので

注意が必要です。

関係法令　抜粋
所得税法 第225条第1項【支払調書及び支払通知書】
　次の各号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払に関す
る調書を、その支払の確定した日の属する年の翌年1月31日までに、税務署長に提出しなけれ
ばならない。
④居住者又は内国法人に対し国内において生命保険契約に基づく保険金その他これに類する
給付で政令で定めるものの支払をする者

⑧非居住者又は外国法人に対し国内において（中略）に掲げる年金の支払をする者
相続税法第59条（調書の提出）
　次の各号に掲げる者でこの法律の施行地に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有
するものは、その月中に支払つた生命保険契約の保険金（中略）について、翌月15日まで
に、財務省令で定めるところにより作成した当該各号に定める調書を当該調書を作成した営
業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、保険金額又は退職手当
金等の金額が財務省令で定める額以下である場合は、この限りでない。
①　保険会社等　支払つた保険金（退職手当金等に該当するものを除く。）に関する受取人
別の調書
　（中略）
２　保険会社等でこの法律の施行地に営業所等を有するものは、生命保険契約又は損害保険
契約の契約者が死亡したことに伴いこれらの契約の契約者の変更の手続を行つた場合に
は、当該変更の効力が生じた日の属する年の翌年1月31日までに、財務省令で定めるところ
により作成した調書を当該調書を作成した営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなけ
ればならない。ただし、当該変更の手続を行つた生命保険契約又は損害保険契約が、解約
返戻金に相当する金額が一定金額以下のものである場合その他の財務省令で定めるもので
ある場合は、この限りでない。（中略）

　生命保険会社からは、一定の契約の取引について支払調書が税務書に報告されていま
す。この支払調書が2018年1月1日から変更になっています。変更から3年が経ち、この
変更の影響での課税申告をしたあと指摘されたというお話も聞きますので、再度確認して
おきたいと思います。

支払調書が提出されている生命保険の取引
・保険金（1回の支払金額が100万円超）
・  解約返戻金（1回の支払金額が100万円超）
・年金
　契約者と年金受取人が同一人の場合
　（1年間の支払金額が20万円以上）
　契約者と年金受取人が別人の場合

・死亡（相続）による契約者の変更

従来

追加

生命保険契約と支払調書 山本 英生 税理士
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※１主たる業種：直近決算期における売上高構成比率の最も高い
事業が属する、日本標準産業分類に基づく大分類の産業
※２主たる事業：直近決算期における売上高構成比率の最も高い
事業が属する、日本標準産業分類に基づく中分類、小分類又は細
分類の産業

事業再構築

新分野展開

定　　義

中小企業等が主たる業種※１又は主
たる事業※２を変更することなく、
新たな製品、商品又はサービス
（以下、製品等）を製造又は提供
（以下、製造等）することによ
り、新たな市場に進出すること

事業転換

中小企業等が新たな製品等を製造
等することにより主たる業種※１を
変更することなく、主たる事業※２

を変更すること

業種転換
中小企業等が新たな製品等を製造
等することにより、主たる業種※１

を変更すること

業態転換 製品等の製造方法又は提供方法を
相当程度変更すること

事業再編

会社法上の組織再編行為（合併、
会社分割、株式交換、株式移転、
事業譲渡）等を行い、 新たな事業
形態のもとに、新分野展開、事業
転換、業種転換又は業態転換のい
ずれかを行うこと

通常枠             卒業枠    グローバルV字回復枠  緊急事態宣言特別枠

【申請者要件】

(中小企業者等)
100万円～6,000万円

(中堅企業等)
100万円～8,000万円

(中小企業者等)
2/3

(中堅企業等)
1/2(4,000万円超1/3)

中小企業者等
又は中堅企業等

直近6ヶ月のうち
任意の3ヶ月▲10％

＋3.0％ ＋3.0％ ＋5.0％ ＋3.0％

直近6ヶ月のうち
任意の3ヶ月▲10％

直近6ヶ月のうち
任意の3ヶ月▲15％

直近6ヶ月のうち
任意の3ヶ月▲10％

＆
R3.1~3いずれか▲30％

400社限定 100社限定 地域、業種不問
第1回、第2回公募のみ

中小企業者等
又は中堅企業等中小企業者等 中堅企業等

(中小企業者等)
3/4

(中堅企業等)
2/3

(中小企業者等)
2/3

(中堅企業等)
1/2

(従業員数5人以下)
100万円～500万円
(6人～20人)

100万円～1,000万円
(21人以上)

100万円～1,500万円

(中小企業者等)
6,000万円～1億円

(中堅企業等)
8,000万円～1億円

補 

助 

金 

額

補 

助 

率

要
　
　
　
　
　
件

備
考

【事業再構築要件】及び【認定支援機関要件】
要 要 要 要

【付加価値額要件】

－ 要

要

－

－ － －

－
【事業再編等要件】

【グローバル展開要件】

【売上高減少要件】

飲食業
喫茶店経営

➡飲食スペースを縮小し、新
たにコーヒー豆や焼き菓子
のテイクアウト販売を実施。

飲食業
弁当販売

➡新規に高齢者向けの食
事宅配事業を開始。地域の
高齢化へのニーズに対応。

飲食業
レストラン経営

➡店舗の一部を改修し、新たに
ドライブイン型式での食事の
テイクアウト事業販売を実施。

小売業
ガソリン販売

➡新規にフィットネスジム
の運営を開始。地域の健
康増進ニーズに対応。

サービス業
ヨガ教室

➡室内での密を回避するた
め、新たにオンライン型式で
のヨガ教室の運営を開始。

製造業
航空機部品製造

➡ロボット関連部品・医療
器部品製造の事業を新規
に立上げ。

製造業
半導体製造装置部品製造
➡半導体製造装置の技術
を応用した洋上風力設備
の部品製造を新たに開始。

小売業
伝統工芸品製造

➡百貨店などでの売上が
激減。ＥＣサイト（オンライ
ン上）での販売を開始。

運輸業
タクシー事業

➡新たに一般貨物自動車運
送事業の許可を取得し、食料
等の宅配サービスを開始。

食品製造業
和菓子製造・販売

➡和菓子の製造過程で生成
される成分を活用し、新たに
化粧品の製造販売を開始。

建設業
土木造成・造園

➡自社所有の土地を活用し
てオートキャンプ場を整備
し、観光事業に新規参入。

情報処理業
画像処理サービス

➡映像編集向けの画像処理
技術を活用し、新たに医療向
けの診断サービスを開始。

　事業再構築補助金とは、ポストコロナ・

ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応す

るための中小企業の新分野展開や業態転換等

の事業再構築に対する国の支援事業であり、

いま中小企業等で最も注目される補助金のひ

とつです。

　その理由には、中小企業者等の通常枠の補

助上限額が6,000万円であるということ、ま

た、令和2年度第3次補正予算で1兆1,485億円

という前年度のものづくり補助金の約10倍も

の予算が計上されたことがあげられます。

　本稿では、令和3年3月26日に公表された公

募要領、事業再構築指針（以下、「指針」と

いう）および指針の手引き等から事業再構築

補助金の全体像について解説します。なお、

本補助金の申請にあたっては、申請者は事業

計画を認定支援機関と相談の上策定しなけれ

ばならないため、税理士が関与先から相談さ

れるケースも出てくるでしょう。

１．事業再構築とは
　本補助金の支援の対象を明確化するため、

中小企業庁は「事業再構築指針」を公表して

事業再構築の定義等を明らかにしています。

事業再構築とは、「新分野展開」、「事業転

換」、「業種転換」、「業態転換」又は「事

業再編」の５つを指し、それぞれの定義は以

下のとおりです。

２．事業再構築の具体例
　中小企業庁が公表する事業再構築補助金の

概要「10-5その他の活用イメージ」より事業

再構築の具体例をご紹介します。

　「その他の活用イメージ」はこちら

３．本補助金の対象となる事業類型とそれ
ぞれの申請要件
　本補助金には4つの事業類型（通常枠、卒

業枠、グローバルV字回復枠、緊急事態宣言

特別枠）があります。例えば中小企業者等が

通常枠で申請する場合、補助率は3分の2、補

助額は最大6,000万円となります。

　上記の認定支援機関要件とは、申請者は事

業再構築に係る事業計画の策定を必ず認定経

営革新等支援機関と行うというものです。支

援を行った認定支援機関は、事業再構築の成

果目標の達成についての判断や支援計画を記

載した確認書を作成し、申請者はそれを補助

金申請時に添付書類として提出する必要があ

ります。なお、補助金額が3,000万円を超え

る案件の場合は、さらに金融機関（銀行、信

金、ファンド等）も参加して策定する必要が

あります。金融機関が認定経営革新等支援機

関を兼ねる場合は、その金融機関のみでも問

題ありません。

４．本補助金の対象となる経費
　補助対象となる経費は以下のとおりです。

ものづくり補助金と比較すると、建物費や広

告宣伝・販売促進費まで幅広く補助対象と

なっています。

　建物費、機械装置・シス
テム構築費（リース料を含
む）、技術導入費、専門家
経費、運搬費、クラウド
サービス利用費、外注費、
知的財産権等関連経費、広
告宣伝・販売促進費、研修
費、海外旅費（卒業枠、グ
ローバルV字回復枠のみ）

　補助対象経費を実際に支出

するタイミングは、原則とし

て交付決定日以降となります

が、本補助金では、事務局に

事前着手の申請を行うことに

より、令和3年2月15日以降に

発生した経費を補助対象とで

きる可能性があります。

５．申請スケジュール
　第1回公募開始は令和3年3

月26日で、申請期間は4月15

日から4月30日でした。今年

度は第4回までの公募が予定されており、複

数回の公募を行うことにより申請事業者の予

見可能性を高め、十分な準備の上、適切なタ

イミングで申請・補助事業を実施することが

可能となっています。

　以上が事業再構築補助金の全体像でした

が、実際に申請又は申請の支援をされる際に

は必ず公募要領、指針及び指針の手引きを参

照してください。いずれも事業再構築補助金

専用サイト（https://jigyou-saikouchiku.-

jp/）からご覧いただくことができます。

コロナ禍で苦しむ中小企業を救う

事業再構築補助金に注目

⇒

水谷 翠 公認会計士・税理士
銀座スフィア税理士法人


